
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

自
己
負
担
割
合
が
３
割
の
方
へ

　
み
な
さ
ん
が
医
療
機
関
窓
口
で

支
払
う
医
療
費
は
、
所
得
に
応
じ

て
自
己
負
担
割
合
が
1
割
ま
た
は

3
割
と
決
ま
っ
て
お
り
、
毎
年
見

直
し
を
し
て
い
ま
す
。

　
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
1
割

に
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
に
は
、

申
請
書
を
6
月
に
郵
送
し
ま
し
た
。

　

申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
詳
し

く
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
担
当
へ

問
い
合
わ
せ
を
。

要
介
護
・
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
へ

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」を

郵
送
し
ま
す

介
護
給
付
担
当
／
２
階

☎（
３
２
２
８
）６
５
３
１

FAX（
３
２
２
８
）８
９
７
２

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

負
担
割
合
は
、
前
年
の
所
得
に

応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。
昨
年
ま

で
は
、
1
割
ま
た
は
2
割
で
し
た

が
、
来
月
か
ら
は
特
に
所
得
の
高

い
方
は
3
割
に
な
り
ま
す
。

　
新
し
い
負
担
割
合
を
記
載
し
た

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」を
今

月
中
旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

　
8
月
以
降
に
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
際
は
、
新
し
い
負
担
割
合
証

を
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
に
提

児童手当・児童育成手当の
現況届の提出はお済みですか
手当・医療費助成担当／３階
☎（３２２８）５４８４　FAX（３２２８）５６５７
☆児童育成手当の問い合わせは☎（３２２８）
８９５２へ。FAXは同上

　児童手当と児童育成手当（ひとり親家
庭、障害のあるお子さんのいる家庭等が

対象）の現況届は提出がないと、引き続き
手当を受給することができません。まだ、
提出していない方は至急提出を。
☆添付する書類が個別に必要な場合もあ
ります。詳しくは、現況届に同封した案内
をご覧ください

所得控除の考え方が変わりました
　6月から手当における所得控除の考
え方が変わりました。土地売却所得に係
る特別控除や、未婚のひとり親の方のみ
なし寡婦の適用などが受けられるように
なりました。特に今まで児童育成手当を
受けていない未婚のひとり親の方は、児
童育成手当の担当へご相談を。

妊婦さんの歯っぴいお食事講座
南部すこやか福祉センター
弥生町５－１１－２６（みなみらいず内）
☎（３３８０）５５５１　FAX（３３８０）５５３２

　初めて出産を迎える区内在住の方を対
象に、妊娠期から産後の食事のポイントや
レシピを紹介します。試食やお口のケアな
どの健康チェックも。
☆希望者は食事診断と骨量測定（素足で
測定）、お肌の水分チェックも受けられます
日時　8月17日（金）午後1時半～3時半
会場　南部すこやか福祉センター
申込み　7月17日～8月14日に電子申請
か、電話または直接、南部すこやか福祉セ
ンターへ。先着15人

国
民
健
康
保
険
」か
ら「
東
京
都
国

民
健
康
保
険
」に
な
り
ま
す
。
自

己
負
担
割
合
は
平
成
30
年
度
住

民
税
課
税
標
準
額
な
ど
を
基
に
判

定
。
判
定
基
準
な
ど
詳
し
く
は
、

同
封
の「
一
部
負
担
金
の
割
合（
医

療
費
な
ど
の
自
己
負
担
割
合
）に

つ
い
て
」を
ご
覧
く
だ
さ
い

自
己
負
担
割
合
が
３
割
の
方

（
現
役
並
み
所
得
者
）へ

　
平
成
29
年
中
の
収
入
額
が
基
準

未
満
の
方
は
、
自
己
負
担
割
合
が

2
割（
昭
和
19
年
4
月
1
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
は
、
軽
減
特
例
措

置
に
よ
り
1
割
）に
な
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

　

可
能
性
の
あ
る
方
に
は「
国
民

健
康
保
険
基
準
収
入
額
適
用
申

請
書
」を
同
封
す
る
の
で
、
期
限

内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

加
入
者
の
方
へ

新
し
い
保
険
証
を
郵
送
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
担
当
／
２
階

☎（
３
２
２
８
）８
９
４
４

FAX（
３
２
２
８
）５
６
６
１

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
の
有
効

期
限
は
、
7
月
31
日
で
す
。

　
新
し
い
保
険
証（
緑
色
）は
、
7

月
下
旬
ま
で
に
、
加
入
者
全
員
に

簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

　
8
月
1
日
以
降
は
、
新
し
い
保

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

70
歳
か
ら
74
歳
の
方
へ

「
東
京
都
国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
」を
郵
送
し
ま
す

資
格
賦
課
担
当
／
２
階

☎（
３
２
２
８
）５
５
１
１

FAX（
３
２
２
８
）５
６
５
５　

　
「
東
京
都
国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
」の
更
新
は
毎
年
8
月

で
す
。

　
8
月
1
日
以
降
に
使
用
で
き
る

「
東
京
都
国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
」を
今
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
世
帯
の
対
象
者
全
員

分
を
世
帯
主
の
方
宛
て
に
郵
送
す

る
の
で
、
高
齢
受
給
者
証
の
対
象

被
保
険
者
氏
名
欄
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

　

診
療
を
受
け
る
際
は
、
負
担

割
合
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
証
と

一
緒
に
高
齢
受
給
者
証
を
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

☆
4
月
か
ら
制
度
の
一
部
が
変
わ

り
、
高
齢
受
給
者
証
の
名
称
に

変
更
が
あ
り
ま
し
た
。「
中
野
区

☆「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」につ
いて、上記の表の現役並みⅠ・Ⅱ、住民税非課税世帯の場合のみ、申請す
ることができます

国保給付担当／２階
☎（３２２８）８９５４　FAX（３２２８）５６５５
後期高齢者医療担当／２階
☎（３２２８）８９４４　FAX（３２２８）５６６１

　高額療養費制度とは、1か月に支払った医
療費が個人または世帯の所得に応じた上限
額を超えた場合に、その額を超えた分を払
い戻す制度です。
　8月から、70歳以上の方の高額療養費の
自己負担限度額が右表のとおり変わります。
　所得区分の基準などについて詳しくは、
各担当へ問い合わせを。

70歳以上の被保険者の8月1日からの自己負担限度額（月額）

所得区分 外来＋入院（世帯単位）
外来（個人単位）

現役並みⅢ
（課税標準額690万円以上）

252,600円＋（医療費総額−842,000円）×1％
【140,100円】（※2）

現役並みⅡ
（課税標準額380万円以上）

167,400円＋（医療費総額−558,000円）×1％
【93,000円】（※2）

現役並みⅠ
（課税標準額145万円以上）

80,100円＋（医療費総額−267,000円）×１％
【44,400円】（※2）

一般 18,000円（※1） 57,600円
【44,400円】（※2）

住民税非課税
世帯

区分Ⅱ
8,000円

24,600円
区分Ⅰ 15,000円

（※1）1年間（8月～翌年7月）の上限額は144,000円
（※2）過去12か月の間に、高額療養費の支給が4回以上あった
　　  場合の4回目からの限度額は【  】内の金額

8月から
70歳以上の方の
高額療養費制度の
自己負担限度額が
変わります

示
し
て
く
だ
さ
い
。

　
利
用
者
負
担
額
が
基
準
以
上
に

な
っ
た
場
合
は
、「
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
」の
支
給
対
象
に
な
り
ま

す
。
対
象
者
に
は
区
か
ら
お
知
ら

せ
を
郵
送
す
る
の
で
、
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

家
族
介
護
教
室

「
看
護
師
に
聞
こ
う

健
康
管
理
、
在
宅
で
の

看
取
り
に
つ
い
て
」と
懇
談

か
み
さ
ぎ
ホ
ー
ム

上
鷺
宮
３
︱
17
︱
４

☎（
３
９
２
６
）８
４
４
３

FAX（
３
９
７
０
）９
６
２
０

日
時　
7
月
19
日（
木
）午
後
1
時

半
～
3
時
半

対
象　
自
宅
で
高
齢
者
を
介
護
し

て
い
る
方

申
込
み　
7
月
6
日
～
18
日
に
電

話
で
、
か
み
さ
ぎ
ホ
ー
ム
へ
。
先

着
15
人

「変だな」と思ったら警察に相談
を。緊急の場合は110番へ

振り込め詐欺多発中
だまされないで

中野警察署　
☎（５３４２）０１１０
野方警察署　
☎（３３８６）０１１０

information

子ども・
子育て・教育

information

高齢者・
介護 情報

区施設へは、公共交通機関をご利用ください

は、区　で詳しい内容をご覧になれます
HP
詳しく

で

　はホームページ 区　から、　　は電子申請が、　　は申請書などのダウンロードが可
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